
　　　　　平成１４年４月
「遊泳用プールの衛生基準」

（厚生労働省生活衛生局長通知）

　遊泳プール（厚生労働省通知）

毎月１回以上の検査
NO. 基準値

１ ５.８～８.６

２ ２度以下

３ １２ｍｇ/� 以下

４ 遊離残留塩素 ※１ ０.４ｍｇ/� 以上

５ 検出されないこと

６ ２００CFU/ｍ� 以下

NO. 基準値

１ 総トリハロメタン ※２ ０.２ｍｇ/� 以下が望ましいこと

　プール水 水質検査 項目一覧

過マンガン酸カリウム消費量

大腸菌群

一般細菌

項　目

水素イオン濃度

濁度

項　目

１ 総トリハロメタン ※２ ０.２ｍｇ/� 以下が望ましいこと

NO. 基準値

１ レジオネラ属菌 検出されないこと

※１　遊離残留塩素 ０．４ｍｇ/�以上、１．０ｍｇ/�以下であることが望ましい。

　　　 二酸化塩素濃度 ０．１ｍｇ/�以上、０．４ｍｇ/�以下であること。

　　　 亜塩素酸濃度 ０．１ｍｇ/�以上、１．２ｍｇ/�以下であること。

※２　暫定目標値としての設定

項　目

　ジャグジー，ホットバス等


